
募集要領

国際海上コンテナ陸上輸送高度化支援事業国際海上コンテナ陸上輸送高度化支援事業

事業の概要

２０ｆｔ・４０ｆｔコンテナ兼用シャーシの導入を促進し、国際海上コンテナ陸上輸送の高度化を図るため、
２０ｆｔ・４０ｆｔコンテナ兼用シャーシの導入を行う事業者に対し、買換え費用の一部を補助する。

○国際海上コンテナ陸上輸送高度化支援事業

・補助率
補助対象経費の１／２以内とする。ただし、２０ｆｔ・４０ｆｔコンテナ兼用シャーシへの買換えについて
は７５万円以内とし、２０ｆｔコンテナ専用シャーシの廃車については１０万円以内とする。

・補助対象経費
(1) 

(2)

○申請受付期間

平成２１年８月１７日 ～ 平成２２年２月２６日（ただし、申請状況により変更することがある。）

○申請要領

平成２１年８月１７日 ～ 平成２２年１月２９日までに完了した事業に関し、事業完了後３０日以
内に地方運輸局等に補助金交付申請書及び実績報告書を提出

補助対象事業者

○補助事業の開始
・20ft・40ftコンテナ兼用シャーシの購入
・20ftコンテナ専用シャーシの廃車

○補助事業の完了
・20ft・40ftコンテナ兼用シャーシの新車新規登録
・20ftコンテナ専用シャーシの抹消登録

○申請書の提出
・事業完了後30日以内に地方運輸局等へ提出

国土交通省

○審 査

○補助金の交付

【国費 ２１年度補正 ２億５，５００万円】

買換えの対象となる２０ｆｔ・４０ｆｔコンテナ兼用シャーシの価格と通常の４０ｆｔコンテナ専用
シャーシの価格との差額
２０ｆｔコンテナ専用シャーシの廃車に要する費用

【申請フロー】


